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労働時間等の現状 
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（資料出所） 厚生労働省「毎月勤労統計調査」

　　　　 （注） 事業所規模３０人以上
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（資料出所） 厚生労働省「毎月勤労統計調査」
　　　　 （注） 事業所規模３０人以上

（年度）

総実労働時間の推移

所定外労働時間

所定内労働時間

総実労働時間

年間総実労働時間の推移（パートタイム労働者を含む） 就業形態別年間総実労働時間及びパートタイム労働者比率の推移

一般労働者の総実労働時間

パートタイム労働者の総実労働時間

パートタイム労働者比率（単位％）

近年、全労働者平均では労働時間は減少してきたが、これは主にパートタイム労働者の
比率が増えたことが要因であり、一般労働者及びパートタイム労働者ともに労働時間数は
横ばいの状況。



労働時間分布の長短二極化

平成５年 平成１７年 平成１８年 平成１９年

９２９万人 １２６６万人 １２０５万人

２２．５％

３５５３万人

６６．４％

５８０万人

１０．８％

５３５３万人

１３４６万人

１８．２％ ２４．０％ ２４．９％

３６２５万人 ３３８４万人 ３４８２万人

７１．１％ ６４．１％ ６４．５％

５４０万人 ６１７万人 ５５４万人

１０．６％ １１．７％ １０．３％

合 計 ５０９９万人 ５２８０万人 ５３９８万人

週６０時間以上の者

週３５時間以上

週６０時間未満の者

週３５時間未満の者

３０代男性で週労働時間６０時間以上の者

２１．７％

１８８万人

平成１８年

２０．２％２３．４％２０．３％

１７６万人１９９万人１５３万人週６０時間以上の者

平成１９年平成１７年平成５年

※ 資料出所：総務省「労働力調査」

※ 上の表は雇用者についてのもの。ただし、「３０代男性で週労働時間６０時間以上の者」については、統計上の制約から、雇用者のみ

の数値が得られないため、下の表は雇用者だけでなく自営業主と家族従業者を含んだ就業者数により作成。

○ 週の労働時間が「３５時間未満の者」の全体に占める割合が増加する一方、「６０時間以上の
者」の割合が高い水準で推移するなど、「労働時間分布の長短二極化」の状況にある。特に、３０
代の男性で週の労働時間が６０時間以上の者の割合が高い。
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資料出所：総務省「労働力調査」
（注） １ 数値は、非農林業就業者のもの。

２ 就業者には、自営業主と家族従事者も含まれる。

男女・年齢別週６０時間以上就業する就業者数割合

男 性 女 性



労働者１人平均年次有給休暇の推移(調査産業計、企業規模３０人以上)
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（注）　１）　　「付与日数」には、繰越日数を含まない。
　　　　２）　　「取得率」は、全取得日数／全付与日数×１００（％）である。

（資料出所）　厚生労働省｢就労条件総合調査｣（平成１１年以前は「賃金労働時間制度等総合調査」による）
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　約７割の労働者は、年次有給休暇の取得にためらいを感じており、「全くためらいを感じない」
労働者は８．４％と極めて少なく、「あまりためらいを感じない」（２２．８％）労働者を合わせても、

ためらいを感じない割合は３割程度にすぎない。

年次有給休暇の取得へのためらい（平成１９年）

年次有給休暇の取得へのためらい

ためらいを感じる
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（数字：％）
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5.2 5.9
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（数字：％）

　 資料出所：「労働時間等の設定の改善の促進を通じた仕事と生活の調和に関する意識調査（平成１９年）」



41.5%

24.2%

33.8%

0.4%

設けている

今後、設ける
予定である

設ける予定
はない

無回答

労働時間等の課題について労使が話合いの機会を設けている割合

※　資料出所：厚生労働省「労働時間等の設定の改善の促進を通じた仕事と生活の調和に関する意識調査」（平成１９年）
※　「あなたの会社では、労働時間等をめぐる様々な問題について労使が話合いを行うため、労働時間等設定改善委員会
 　をはじめとする労使間の話合いの機会を設けていますか。（どれか１つに○）」への回答。
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